
 第２２９回石川県弓道定期審査要項 

 

コロナ禍の中、三密回避を考慮した形式で行います。 

 

１． 対象者 

中学生から一般までを対象として、無指定から四段までの審査を実施する。 

初心者の受審および段位間の受審は、満五ヶ月の経過を要する。 

（中学生・高校生においては、令和 4 年９月の審査会での一級合格者は、初段を受審できな

い。ただし、級位間の無指定受審は可。） 

 

２．審査会場・実施日・審査種別 

 

石川県立武道館 

令和４年１０月２２日（土） 無指定 

（ただし、２３日では受けられない初段を含む。） 

令和４年１０月２３日（日） 初段から四段 

（ただし。２２日では受けられない無指定を含む。） 

小松市弓道場 令和４年１０月２３日（日） 無指定から参段 

   ※申込書の右下の欄、会場・審査日の記載に間違いがないよう注意すること。 

 

３． 日程 

種別または立順別に小グループに分けて、入館と退館の時間を設定して実施する。 

受審者数が確定しないと設定ができないため、申し込み締め切りの数日後に立順公表と同時

に日程・指定時間帯を各連絡員に送り、県弓連ＨＰに掲載する。 

 

４． 審査課題 

術科 的間隔１８０ｃｍ ５人立で行う。（射場図は、別紙の県武会場図。） 

学科 当日学科試験は行わない。審査当日の受付時に、回答用紙（別紙）を提出すること。 

      無指定受審査者も種別を初段として、初段の回答を提出すること。 

（初段認定の可能性があるため。回答提出なしの場合は、１級合格止まりとする。） 

      回答用紙に、Ａの問題とその回答を書き、その下にＢの問題とその回答を書く。 

      ※要約し、なるべく一枚に書ききること。一枚に収まらない場合は、枠外や裏面に書

かず、二枚目を使用し、左上をホッチキスなどで止めること。 

審査種別 Ａ問題 Ｂ問題 

初段（無指定） 「射法八節」を順に列挙し、「胴造り」

を説明しなさい。 

あなたは危険防止のためにどんなこ

とに注意していますか。 

（箇条書きで１０程書く。） 

弐段 「執弓の姿勢」について説明しなさ

い。 

あなたの弓道修練の目標について述

べなさい。 

参段 「射法・射技の基本」を列挙し、「呼吸

（息合い）」について説明しなさい。 

あなたが日々の修練で心掛けている

ことを述べなさい。 

四段 射法・射技の基本」を列記し、「心・気

の働き」を説明しなさい。 

「礼記－射義－」「射法訓」の教えの要

点について述べなさい。 



５．審査申込 

申込書 単位協会ごとにまとめて、１０月７日までに下記（審査部長宅）に必着のこと。 

      立順・入館時間の設定や連絡という作業がありますので、締め切り日厳守のこと。 

      〒９２９－０３２５ 河北郡津幡町加賀爪ホ３５２  吉本直正 

  受審料 単位協会ごとにまとめて、用紙Ｂにて、振り込むこと。 

振込先 ００７５０－２－４７１３ 石川県弓道連盟審査部 

 

６． 服装 

四段まで弓道衣で実施。（和服ではありません。） 

 

７． そのほか 

※入館時に健康チェック表と学科回答を提出のこと。 

コロナ感染拡大防止の観点から、感染防止上の理由による受審の辞退を申告した場合、また、

入館を拒否させていただいた場合は、後日受審料をお返しします。 

 

※開会式・矢渡し・閉会式は行いません。入館・受付・審査・退館という流れです。 

 

※合格発表は後日、連絡員にメールでお知らせいたします。その後、各協会で登録料をまと

めて、用紙Ｂを用いて送金願います。 

（.白紙の郵便振替用紙を使って下記へ振り込んでいただいても結構です。 

 ００７５０－２－４７１３ 石川県弓道連盟審査部に届くようにお願いします。） 

 

※県立武道館では大会議室・小松市では体育館を控室といたします。廊下に荷物を置いたり、

座り込むなどしないこと。控室では、マスク着用、静かにして三密回避を心掛けること。 

 

※控えでは間隔をあけ椅子を設置いたしますが、マスク着用のこと。 

第一控えでマスクを外し、審査部が用意する袋に入れて預けてください。 

袋は、退場の、際替え弦とともに必ず持ち帰ること。 

 

※入場口手前に１ｍごとのポイントを 5 つマークします。前の射手の前進に合わせてポイン

トを移動し、入場口へ進んでください。 

（入場後は、前の射手との間隔は、的間隔１８０ｃｍに合わせてください。） 

 

※受審料・登録料について 

 受審料 登録料＋県登録手数料５００円 

無指定 １，０３０ 円 １，０３０＋５００＝ １，５３０ 円 

初段 ２，０５０ 円 ３，１００＋５００＝ ３，６００ 円 

弐段 ３，１００ 円 ４，１００＋５００＝ ４，６００ 円 

参段 ４，１００ 円 ５，１００＋５００＝ ５，６００ 円 

四段 ５，１００ 円 ６，２００＋５００＝ ６，７００ 円 

尚、無指定からの初段合格者は、初段受審料との差額＋初段登録料となるため、 

１，０２０＋３，６００＝４，６２０円を登録時に納金のこと。 


